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会議報告書 

会 議 名 三朝町立小学校統合準備委員会（第９回） 

日 時 ・ 場 所 平成３１年２月１３日（水曜日）19：00～20：30 役場 第４会議室 

出 席 者 保護者代表   山本 亮（東小）、山本達哉（西小）、矢吹明裕（南小） 

学校関係職員  中島校長（東小）、冨山校長（西小）、中田校長（南小） 

地域代表者   朝倉 聡（小鹿）、大坂芳郎（三徳）、藤井博美（みささ村）、 

山﨑一彰（賀茂）、田栗幸人（高勢）、高見昌利（竹田） 

必要と認める者 北野三朝中学校長、岸田寿和（H27 東小 PTA 会長）、小椋秀一

（H27 西小 PTA 会長）、山本聡美（Ｈ27 東小 PTA 副会長）、藤

原厚美（Ｈ27西小 PTA副会長） 

教育委員    芦田教育委員（オブザーバー） 

事務局     藤井教育総務課長、角田課長補佐、福田主任 

欠 席 者 重信眞也元南小校長、小谷和史（H27南小 PTA会長） 

報 告 事 項 （１）三朝小学校の開校にむけた準備状況について 

（２）その他 

そ の 他  

 

会 議 の 内 容 

１ 開  会 午後７時 

事務局 これより第９回三朝町立小学校統合準備委員会を開催します。 

 始めに地域代表選出委員の三徳地域協議会の会長が改選されました。 

 新しく会長になられた大坂様から一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

大坂委員 教育畑だけしか歩いてきておりませんので、いろいろ学び、地域の方の意見

を聞きながら、より良い地域づくりに励みたいと思います。 

事務局 ここから先は、統合準備委員会の冨山委員長からご挨拶をいただき、その後

報告事項等の協議を進めさせていただきたいと思います。 

委員長  小学校統合も残り後１ヶ月半となりました。 

 統合、新校開校はなかなか巡り合うことはありませんが、平成も終わり新し

い年号になる中での閉校、開校となります。 

  今日は協議というより報告が中心になろうかと思います。 

  速やかに議事を進行していきたいと思いますので、ご協力をお願いします。 

  では引き続き議事に入ります。 

  

２ 報告事項 小学校統合に関する準備状況について 

委員長 それでは小学校統合にかかるスケジュール、進捗状況について事務局より

報告をお願いします。 

 事務局 （資料により説明） 

１ 三朝町立小学校統合準備委員会について 

２ 小学校統合にかかる主な協議・検討事項およびスケジュール 

３ 学校名について 

４ 校章デザインについて 

５ 校歌について 

委員長 各部会、統合スケジュールの進捗状況、学校名、校章デザイン、校歌につい

ての説明がありました。 

 ここまででご意見、ご質問等はいかがでしょうか。 
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各委員 （意見等なし） 

委員長 よろしいでしょうか。 

  それでは引き続き通学方法についてお願いします。 

事務局 （資料により説明） 

６ 通学方法について 

７ 通学時の安全対策について 

８ 放課後児童対策について 

 定期券を希望する児童については、学期毎に一括購入し配布することを検

討しています。 

 こちらについては、１月 28日に総合教育会議を開催し、その際に町長との

協議の中で、定期券を購入の場合は全額補助するというお話がありました。 

 その中で、各家庭に定期券購入の希望を取り、事務局がバス会社から一括購

入して支給する方が、保護者の負担感や手続きの手間も少なくなるため、年度

内配布が可能かどうか事務局で検討いただきたいとのことでした。 

  その後、先週の PTA 組織部会で協議し、一括購入して家庭へ配布する方法

が良い、ということでまとまっております。 

  なお、定期券の適用期間を組織部会で検討した結果、学期毎で購入する場

合、１学期については始業式の４月８日から７月末までの期間。 

  ７月末までとした理由は、中部の水泳大会があり、７月中はまだ学校へ登校

する児童がかなりいるためです。 

 ２学期については、始業式の８月 26日から２学期の終業式 12月 24日まで

の期間。 

 ３学期について、始業式は１月 7日、修了式は３月 24日を予定しておりま

すので、それまでの期間を事務局で一括購入し、希望される家庭については配

布させていただくような手続きを取りたいと考えております。 

 こちらについては来週の教育委員会定例会でも各教育委員へ提案し、承認

をいただきましたら、年度内配布ができるよう事務手続きを進めたいと考え

ております。 

委員長 通学方法について、通学時の安全対策について、放課後児童対策についての

３点について説明がありました。 

 ご質問等がありましたら、よろしくお願いします。 

委員 通学助成について、バスを使えば無料で通学でき、それ以外の自家用車であ

れば 16円／Kmという話は良いですが、バス停が最寄りの集落になく、バス路

線以外に自宅がある場合は併用になりますか。 

事務局 バス停終点から自宅が遠い場合につきましては、バスの定期券に加えて自

宅までの距離に対して 16円／㎞の計算で支援をするということで進めており

ます。 

委員 16円／kmの補助は１人当たりですか、１家庭当たりですか。 

事務局 １人当たりです。 

委員 例えば３人居れば３倍で出してもらえるということですか。 

事務局 そのような計算になります。 

委員 16円／kmを出す場合、どのような計算になりますか。 

事務局 例えば 10㎞ですと「10km×16円×２（往復分）×20日（月当たり通うであ

ろう日数）」というように計算しております。 

委員 通学距離２km以上の児童を対象として１か月に必要な経費の 10ヵ月分と、

今の 16円／kmとはどのような関係になりますか。 

事務局 １か月に必要な経費は、定期券ですと定期券の１か月分の購入費用、定期券

を購入されない方につきましては、「10 ㎞×16 円×２（往復分）×20 日（月

当たり通うであろう日数）」というように計算した額での金額になります。 
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委員長 その他ご質問等ございますか。 

委員  今日、東小の保護者へ説明に行ってくださったようですが、凄く不安を抱え

ておられ、早く来て欲しいということを言っておられました。 

  その中で登校時の路線バスの件について、片柴の子どもは小鹿からの便と

三徳からの便の両方に乗れるため、既に決まっている西小を基準に、どちらに

乗るのか決めてもらいたいという話が保護者からありました。 

 また学童の件について、下校時は学年によってバスの時間が変わってくる

と思いますが、そうすると低学年は低学年で帰るような形になると思います。 

 学童に行くのであれば片柴で降りると思いますが、そこに学童の先生が待

っていてくれているのか、学童までは子ども達だけで向かうのか、ということ

はいかがですか。 

委員長 片柴の子どものバスの指定と、学童への迎えがあるかという２点でよろし

いですか。 

委員 もう一つよろしいですか。 

委員長 どうぞ。 

委員 定期券の件について、先ほど７月末までと言われましたが、県体に出る子も

あり、その場合８月に入っても水泳練習は続きます。 

 その間にバスに乗る場合、それでも７月末までしか出ないのか、その子たち

は回数券が買ってもらえるのか、各自で行けなのかどうなのかということを、

きっちり決めておいてほしいです。 

 また、バス停の件について、坂本の三朝製作所に近いところのバス停は、上

り側には待合所がありますが下り側にはないため、現地を見ていただくなり

して対策を考えていただきたいです。 

委員長 以上４点ありましたが、事務局からなにかありましたらお願いします。 

事務局 まず１点目のバスの指定について、今日の東小の PTA 保護者との説明会の

中でも、まずはどのバス停から乗るのかということを、地域と集落で決めてい

ただきたいという話をさせていただきました。 

 それによって、現在、西小学校区はバスダイヤによって乗車する子ども達の

割り振りをしていますので、それをベースにするのか、それとも谷毎で下りて

くる子ども達の数を基本として若干の調整をかけるのか、学校と話をさせて

いただき、必ず皆さんが朝の３便に乗れるような人員の割り振りをしたいと

考えています。 

委員 それは子ども会や部落毎でということですよね。 

事務局 竹田につきましては集落に１人という場合もありますので、登校班は２つ

を基本として、今のところは穴鴨から皆がバスに乗って来るというような報

告をいただいております。 

 どういった形が１番安全できちんと乗車できるかというところも考えなが

ら、割り振りの方は学校側と話をさせていただきます。 

  ２点目、学童の迎えについてです。 

委員長 指導員さんが迎えに来られると書いてありますが。 

委員 必ず来られるのですよね。 

 例えば、うっかりしておられたとか、忘れたり時間が少しずれたり、降りた

けれど居ないとなったときに子ども達はどうするのか、何が起こるのか分か

らないので保護者は不安です。 

事務局 年度当初は特にご不安だと思います。 

 いつまでの期間そこで迎えて学童に連れて行くという、期間の話は協議会

の方とさせていただこうと思いますが、やはり年度当初はきちんと迎えに行

けるような体制をとっていただくということで、協議会の方と話をさせてい

ただきたいと思います。 



 4 

 ３点目、定期券の件について、代表選手になった場合の夏休み期間の定期代

の補助ですが、そこまで想定しておりませんので協議をさせていただきたい

と思いますが、全校児童に係る登校の部分での 10ヵ月ということで方針を立

てておりますので、そこから選抜されて大会に出られる方について、バス代を

補助するというようなところを、話をさせていただきたいと思います。 

 ４点目、バス停について、山崎のバス停のことでよろしいでしょうか、三朝

製作所の上手ですが。 

委員 名前はわかりませんが、そうです。 

事務局 たしかにあそこは横断歩道もありませんし、停留所自体も無かったと思い

ます。 

 どこまでの期間で整備できるかどうかということは、協議をかけてみない

と分かりませんが、すぐすぐにという話にはならないと思いますので、統合後

も危険度や優先度を見ながら、山崎のバス停についても要望は進めていきた

いと思います。 

委員 学童クラブの指導員が迎えに行くという話がありましたが、基本的には学

童クラブの運営委託のルールからするとそれは対象外です。 

 要するに学童クラブというのは、来た子どもを受け入れて、迎えに来た保護

者に返すというのが基本的なルールのため、今も東小でも学童クラブの運営

をしていますが、三徳センターから指導員が東小学校まで迎えに行く訳があ

りません。 

 皆そこからは、個々で行く訳です。 

 どこもそうだと思いますが、そのような運営をやっているので、施設の中の

いわゆる安全対策は学童の運営責任者に被るところがありますが、その行き

帰りはそれぞれが責任を持ってやるというのが基本的なルールのため、そこ

を簡単に譲っては学童クラブの運営が難しくなると思います。 

委員 それをやると１人１人全部チェックして追いかけていかなければいけない

話になってしまい、この子はどうする、この子はどうするというような、１人

当たりの対応になってしまい、それは出来るはずがないと思います。 

 学童クラブは今、教育委員会が所管ですか。 

事務局 そうです。 

委員 例えば NPO法人等、民間委託をするようなことは将来的にありますか。 

 何でもかんでも行政が抱えると、今のこのような問題が起きてしまうこと

がありますが、NPO法人等を立ち上げてそこが学童を受け入れる、もちろん施

設は町が提供しなければいけないのでしょうけれども、他の事例もあると思

いますので、その辺りも少し検討してみると面白いのかなと思います。 

委員長 今の指導員さんは迎えに原則出ないということに関して、先ほどの質問と

の兼ね合いはどうされますか。 

事務局  そこまで負わせると成り手が無いと思います。  

  送り迎えをするとそこには当然責任が発生しますが、その責任を個人が負

うのかという話になってしまうと、とてもじゃないが、そんなことはやってい

られません。 

委員長  もう少し検討していただけますか。 

 今すぐ回答をということにはならないと思います。今の指導員は迎えまで

出来ないし、かと言って児童の安全はどうするのか、ということをどう調整す

るのか、検討してみてください。 

委員  そもそも学童というのは何ですか。 

 学校が終わってなぜ学童があるのですか。  

 それは子どもが家に帰って１人だからという話でしょうか。 

 委員  そうです。 
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委員  それで親がそこに預けたいということですよね。 

 それであれば、原則、親の責任によるところではないかと思います。 

  自分の仕事の都合で子どもの放課後が不安だから預けるだけで、預けっぱ

なしで預けた子どもの責任を持てという話を教育委員会にもたせるというの

は、少しナンセンスではないでしょうか。 

 学校が終わって放課後になったら、そこから先は親の責任ですよね、基本的

には。 

委員 学童と教育環境の問題は、違う部分で検討していかないといけないと思い

ます。 

 委員 うちの親戚も学童に預けていますが、家にはお爺さんお婆さんがちゃんと

居るけれども預けておけば安心だというくらいの話で預けられている子ども

が結構多いのではないでしょうか。 

委員  学校から学童の間の安全が守れているかどうかというのは、守らせるよう

な安全指導、教育を行って、ある程度子どもの自立心を促していくことも必要

だと思います。 

  この辺りの切り替えを保護者も考えていかないと、あそこが危ない、ここが

危ないと言い始めると、全部が危ないということになってしまうのかなと思

います。 

 学童そのものは文部省の所管ではなく厚労省の所管で、元々カギッ子対策

で始まり、誰も居ない留守の家に帰らなければならず、色々と問題が起きるか

らということで、いわゆる子どもの預かり所としてスタートしたため、基本的

には勉強を教える訳ではなかった。 

 しかしだんだんと要求が増えてきて、勉強させてくれとか色々出た結果、今

の状態になっています。 

  全てお任せしてしまえば良いという問題ではなく、環境に適応した形であ

る部分はやらないといけないのかなと思います。 

委員長  検討してみてください。 

 将来的な委託の件について、三徳は協議会に委託しているということで、教

育委員会の直営ではないということですよね。 

事務局  三徳と竹田がそうです。 

委員長  三朝だけが直営ということですね。 

 将来像もまた、構想をまとめる中でも検討されると思いますので、よろしく

お願いします。 

  その他いかがでしょうか。 

委員 学童クラブですが、小鹿・三徳地区の子どもというのは、希望しても西小の

学童クラブには入れないという理解で良いでしょうか。 

  三徳に行かなければいけないという事ですよね。 

事務局  定員のこともありますが、原則お住いの地域の学童にということです。 

委員  平成 31年度は三徳に行ってくださいということですよね。 

 けれどもいろいろ問題があるので、近い将来は三朝小学校の近くに学童の

施設を建て、三徳と竹田の学童は無くしていく方向で進めるということで良

いですか。 

事務局  事務局として考えている方向性はそうですけれども、今後色々な場面で協

議をさせていただき、先ほどの委託を含めた方向性を出していきたいと思っ

ています。 

委員 私は子どもの安全面を考えると、学童の指導員なのか地域の高齢者の方な

のかわかりませんが、当面の間は送り迎えをしてあげてほしいなと思います。 

  慣れないバス通学なので、将来的にそれが定着して安全にできるというこ

とでしたら良いのでしょうけれども。 
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委員 非常に大事なことは、家庭、保護者の責任があまりにも曖昧にし過ぎた議論

が多過ぎるように思います。 

 本来の学童のあり方、放課後の過ごし方というのは、基本的に家に帰ること

で、それが何らかの事情で出来ないということですが、何らかの事情が色々あ

るにせよ、楽だからとか、預けておけば良いというような、親、家族の責任を

少し放棄した様に見える部分があります。 

委員 先ほどの意見で「慣れるまで」とありましたが、慣れたら良いかという話で

はないと思います。 

 そこは基本的に線引きをしておかないと、最初が肝心だと思います。 

委員長  たくさん意見をいただきました。 

 ここで方針を決めることではないと思いますので、これを踏まえて検討し

ていただければと思います。 

  今のこと以外で何かございますか。 

各委員 （意見等なし） 

委員長  では一先ず今出たところを検討していただき、後日でも回答していただけ

ればと思います。 

  続いて教育方針についてお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

９ 統合小学校の学校経営方針（グランドデザイン）について 

10 統合小学校の教育課程・計画について 

委員長 新小学校のグランドデザイン、教育課程についての計画等ありましたが、ご

意見等いかがでしょうか。 

各委員 （意見等なし） 

委員長  続いて、通学用品等についてお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

11 統合小学校の通学用品の取り扱いについて 

12 統合小学校の体操服等の取り扱いについて 

委員長 通学用品と体操服等について説明がありましたが、ご意見等いかがでしょ

うか。 

 各委員 （意見等なし） 

委員長  続いて、学校統合に伴う備品・図書の整理についてお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

13 学校統合に伴う備品（物品）・図書の整理について 

 新しい小学校で使用する備品のリストアップを行っており、現在最後の精

査、調整を行っているところです。 

 先般、グランドピアノ等大型楽器についての委託業者が決定したことを受

け、今後タイムスケジュールを作成し、何時に何処の物をどう運ぶかという具

体的な作業内容を３校で協議し、３月 24日日曜日には引っ越し作業を実施す

る予定としております。 

 こちらにつきましては PTA の保護者の皆さん、地域の皆さんからのご協力

もいただきながら進めていきたいと思います。 

 各小の保護者の方につきましては、協力いただける方の人数や軽トラの台

数等の回答をいただいております。 

 防災無線等でも放送はしたいと思いますが、手伝っていただける方があれ

ばご協力いただきますようお願いいたします。 

 図書整理につきましては、協議の結果、本年度中の図書の移動は見送るとい

うことで方針を決定し、整理だけを各小学校で行っていただいております。 

 図書システムの話や、どういった図書を集めるかということについては、統

合後も引き続き検討していくということで協議しております。 
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委員長  物品の移動の進捗状況についてご意見等いかがでしょうか。 

各委員 （意見等なし） 

委員長  続いて、閉校となる学校施設について説明をお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

14 閉校となる学校施設活用の検討について 

委員長  まだ方向性は定まっていないようですが、案について示していただいたと

ころかと思います。 

  ご意見等いかがでしょうか。 

委員 東小学校と南小学校が空き校舎になりますが、どの程度の管理を考えてお

られますか。 

  例えば電気や電話といったものは切ってしまいますか。 

事務局 教育財産から町の普通財産になりますので、後の管理ということでいきま

すと、電気、電話等は切ってしまします。 

 ただし、いつでもまた使えるように、撤去等は行わず現状のまま維持するよ

うに考えています。 

委員  例えば校庭等も管理しないとうい理解でよろしいですか。 

事務局  草刈り等の管理はしない方向です。 

委員  体育館についても物置的なことになってしまう訳ですね。 

事務局  今、財政担当と話をしているのは、そのような方向性です。 

委員長  よろしいでしょうか。 

  それでは閉校式についてお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

15 閉校式について 

16 閉校記念行事について 

委員長  ご意見等いかがでしょか。 

各委員 （意見等なし） 

委員長 続いて PTA組織等についてお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

17 統合小学校のＰＴＡ組織規約・予算について 

 今回 31年度の新しい役員等の体制を決めるにあたり、細則を定めて新しい

役員の選出や、それぞれの専門部の活動について記載しています。 

 併せまして、予算書をつけておりますが、こちらも現段階の枠予算のような

ものでございます。 

 新しい役員さんの中で会長、副会長並びに各部長の候補者が選考されたう

えで、実際に PTA としてどのような活動をしていくかという内容も伴ってく

るところもございますので、この数字については動くものと思っております。 

委員長 予算や規約については、各校それぞれ総会を開きながら検討を重ねている

ところですので、ご了解いただければと思います。 

  続いて校舎改修の状況についてお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

18 校舎改修の状況について 

 現在進行中のもの、入札準備にかかっているものがございます。 

 予定としましては、平成 31年３月までに全て完了する予定としております

が、各普通教室へのエアコン設置については繰り越し事業ということで、今年

の暑くなる６月までにはエアコン設置を完了できるよう、現在工事を進めて

いるところでございます。 

委員長  エアコン設置は必ず６月に付きますか。 

 他町村で設備の納入が間に合わないということで、予算計上されたが年度

末まで付かないというような話も聞きますが、いかがですか。 
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事務局 現在、設計段階ですが、協議の中では本年度中に発注すれば、なんとか確保

できるのではないかということで聞いている段階でございます。 

委員長 一番怖いのが、整備予定ですと言って間に合わなかったというのが１番怖

いです。 

 それに合わせた授業日数や予定も組みますから、今年は 10連休もあり授業

日数が確保できない中で、夏休みにエアコンが整備されているなら学習もと

いう考えもあります。 

 なんとか予定どおり進めていただけるとありがたいと思います。 

 改修についてご意見等いかがでしょうか。 

委員  トイレの改修は、場所はどこですか。 

 というのは、校舎の中の各階のトイレはまだ洋式化されてないと思います

が、される予定はありますか。 

事務局  全ての大便器が洋式化にはなっていません。 

 洋式化してあった便座等については、ウォシュレット式の綺麗なものに改

修して使いやすくしています。 

委員 ウォシュレットは年間経費が高くつくので、便座が温かければ良いのかな

とも思いますが。 

委員長  ダメです。 

委員  そうですか、ダメですか。 

 今日行ってみましたが、３階も２階もまだ和式で、どこのトイレが洋式にな

ったのか分かりませんでした。 

事務局  男子も奥の 1つずつは洋式になっていると思います。 

委員長  １番奥に１つあると思います。 

委員 １番手前は和式でしたよね、洋式と書いてありましたか。 

委員長  書いてはないです。 

委員  どこが洋式になったのかと思って見てみましたが、分かりませんでした。 

 女性の方も、扉が開いていて入口から見えるところは和式に見えたので、ど

こが洋式になったのかなと思いました。 

委員  １番奥です。 

委員  和式１、洋式１という感じですか。 

委員  和式は、女性は３か４です。 

委員長  その他、改修についていかがでしょうか。 

各委員 （意見等なし） 

委員長  全体をとおしてご意見等いかがでしょうか。 

委員 23 ページの PTA 組織の総務部活動内容の選出基準について、旭地区という

聞きなれない地区名が出て来ていますが、これは高勢、賀茂で何名というよう

な、このような範囲はないのではないかと思います。 

委員 中学校に旭という分け方があり、多分同じように分けられたのではないか

と思います。 

委員  元の旭中学校という意味ですか。 

委員長  そこではありません。 

委員  だいたい賀茂と高勢が旭という財産区を組織していましたから。 

 委員  旧村だと思います。 

委員長 おそらく便宜上、これからは中学校と校区が同じになるので、同じ言い方を

しているのだと思います。 

  その他いかがでしょうか。 

各委員 （意見等なし） 

委員長  ご協力いただき速やかに進行させていただき、ありがとうございました。 
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３ その他  

委員長  その他として、何か事務局からございますか。 

事務局  特にございません。 

委員長  皆様の方からはいかがでしょうか。 

委員 学校施設の管理の話が出ましたが、次の所管課はどこになりますか、財政課

でしょうか。 

事務局  ４月以降は財政課の管財係になります。 

委員長  その他はよろしいでしょうか。 

各委員 （意見等なし） 

委員長  ご協力いただきありがとうございました。 

   

４ 閉会  

委員長  それでは第９回三朝町立小学校統合準備委員会を終了したいと思います。

今後ともご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

委員  これをもって統合準備委員会は終了ですよね。 

事務局 ４月１日に新しい小学校を開校ということで、統合準備委員会の任期も小

学校統合までということがあります。 

 ３月末になると思いますが、事務局としては最後の準備委員会をもう一回

開きたいと考えております。 

 改めてご案内させていただきますので、ご出席いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

委員長  ３月末に最後の準備委員会を開催するそうですので、ご参加のほど、よろし

くお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


